
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設物価高騰対策緊急支
援事業（高齢者福祉施設）

①エネルギー・食料品等の価格高騰による、高齢者福祉
サービス事業所等の電気代等の光熱費の負担増が長期
化している。介護サービス事業所・施設等の利用者や事業
者の負担の軽減のため、エネルギー、食料品価格等の物
価高騰の影響を受けた介護サービス事業者等に対し、
サービスの種類に応じた定額補助を県と市町村で行うも
の。なお、事業は県が実施する為、負担金及び事務費負
担金を県に支払うもの。
②負担金
③負担金額　2,352千円（定額補助の１／２＋事務費）
※町負担金見込額　2,185千円
※事務負担見込額　　167千円（一般財源）
　　負担金積算内容
　　　施設系・短期入所　316人×10千円×1/2＝1,580千円
　　　通所系　8施設×80千円×1/2＝320千円
　　　訪問系　19施設×30千円×1/2＝285千円
　　　事務費　167千円（R5申請額参照）
④高齢者福祉サービス事業所

R7.4 R8.3

2

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設物価高騰対策緊急支
援事業（障がい者福祉施設）

①エネルギー・食料品等の価格高騰による、障がい者福
祉サービス事業所の、電気代等の光熱費の負担増が長期
化している。多くの社会福祉施設は、公定価格により、
サービス料が定められており、物価高騰を受けて公定価
格当の基準がただちに見直される見込みがないため、公
的資金の増は見込めない状況である。施設及び施設利用
者の負担の軽減のため、施設に対し電気代等の高騰に対
する補助を県と市町村で行うもの。なお、事業は県が実施
する為、負担金及び事務費負担金を県に支払うもの。
②負担金
③負担金額　735千円（定額補助の１／２＋事務費）
※町負担金見込額　585千円
※事務負担見込額　150千円（R5実績を参考）（一般財源）
負担金積算内容
　　　入所系　20人×10千円×1/2＝100千円
　　　通所系　11件×80千円×1/2＝440千円
　　　訪問系その他　3件×30千円×1/2＝45千円
　　　事務費　150千円（R5実績を参考）
④障がい者福祉サービス事業所

R7.4 R8.3

3

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設等物価高騰対策緊急
支援事業（子育て支援施設分）

①エネルギー・食料品等の価格高騰による、社会福祉施
設（子育て支援施設）の電気代等の負担増が長期化して
いる。施設利用者の負担増加は子育て世代などの家計に
も影響をするため、施設に対する電気代や食糧費等の高
騰に対する補助を県と市町村で行うもの。なお、事業は県
が実施する為、負担金及び事務費負担金を県に支払うも
の。
②負担金
③負担金額　879千円（定額補助の１／２＋事務費）
※町負担金見込額　855千円
※事務負担見込額　  22千円（R5実績）（一般財源）
負担金積算内容
　　　放課後児童クラブ等施設　6か所×30千円×1/2＝90
千円
　　　幼児教育・保育施設　定員510名×3千円×1/2＝765
千円
　　　事務費　22千円（R5申請額参照）
④子育て支援施設

R7.4 R8.3

4

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

給食材料費高騰による給食費支援事
業

①米などの食材料費が高騰しており、子育て世帯への値
上げに伴う更なる経済的負担を回避する。
②需用費
③パン、精米、牛乳における令和4年から6年度の物価上
昇分を給食費の総額に乗じる。（教職員は除く）
○R4-R6上昇分
52,938,090円×14.15％×85％＝6,367,129円（うち児童・生
徒分）（内50,000円は一般財源）
52,938,090円×14.15％×15％＝1,123,611円（教職員分
※交付金対象外（一般財源））
●児童・生徒合計　908人（85％）
　教職員合計　162人（15％）
④園児、児童、生徒の保護者

R7.4 R8.3
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5
③消費下支え等を
通じた生活者支援

物価高騰対策消費喚起くすPay プレ
ミアムポイント事業

①物価高騰で落ち込む消費の喚起並びにキャッシュレス
決済の普及促進を図る。
②補助金及び事務費
③ポイントバックキャンペーン事業：21,532千円　事務費：
3,298千円
○ポイントバックキャンペーン事業21,532千円（内訳）
・地域通貨チャージポイント原資16,800千円（6,000円×
2,800人）
  付与率【上限】 20％【6,000ポイント】
・運営費用等 4,732千円（内訳）
　運営費 1,000千円
　利用者加盟店サポート体制　600千円
　加盟店対応・精算処理等　932千円
　販促費 700千円
　くすPayシステム利用料 840千円
　くすPayシステム改修費 660千円
○事務費　3,298千円（会計年度任用職員人件費）
④玖珠町住民及び町内事業所（受益者）

R7.4 R8.3

6
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

地方公共団体発注の公共調達にお
ける価格転嫁の促進（公共調達）

①物価高騰において賃上げ環境を整備するため、当自治
体の公共調達において労務費を含めた価格転嫁を促進す
る。
②実質的な賃上げにつながる価格転嫁分（当該価格転嫁
分が実質的な賃上げにつながるものとして確認できるよう
な書類の提出を求める）
③価格転嫁分に相当する金額   4,500千円（3,000千円×
15件×10％）内4,450千円は一般財源
工事（変更契約、再入札、その他） 5件、役務（変更契約、
再入札、その他） 5件、物品調達（その他）5件
④物価高騰の影響を受ける事業者

R7.4 R8.3

7

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

給食材料費高騰による給食費支援事
業

①米などの食材料費が高騰しており、子育て世帯への値
上げに伴う更なる経済的負担を回避する。
②需用費
③パン、精米、牛乳における令和4年から6年度の物価上
昇分を給食費の総額に乗じる。（教職員は除く）
○R6-R7上昇分
52,938,090円×5％×85％＝2,249,869円（うち児童・生徒
分）
52,938,090円×5％×15％＝397,035円（教職員分　※交付
金対象外（一般財源））
●児童・生徒合計　908人（85％）
　教職員合計　162人（15％）
④園児、児童、生徒の保護者

R7.10 R8.3

8
③消費下支え等を
通じた生活者支援

物価高騰対策消費喚起くすPay プレ
ミアムポイント事業

①物価高騰で落ち込む消費の喚起並びにキャッシュレス
決済の普及促進を図る。
②委託費
③くすPayチャージボーナスキャンペーン事業：10,500千円
（内2,284千円は一般財源）
○くすPayチャージボーナスキャンペーン事業10,500千円
（内訳）
・地域通貨チャージ時分　8,400千円（3,000円×2,800人）
　 付与率【上限】　10％【3,000ポイント】
・運営費用等　2,100千円（内訳）
・運営費　1,000千円
・販促費　500千円
・くすPayシステム利用料　420千円
・くすPayシステム改修費　180千円
④玖珠町住民及び町内事業所（受益者）

R7.10 R8.3


